
【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成23年10月28日提出

【発行者名】 住信アセットマネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】 取締役社長　　平　田　誠　一

【本店の所在の場所】 東京都中央区八重洲2丁目3番1号

【事務連絡者氏名】 投信業務部長　　橋　詰　廣　志

【電話番号】 03-6259-3801

【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券に係るファンドの

名称】

すみしん DC新興国債券インデックス・オー

プン

【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券の金額】 上限2,000億円

【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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Ⅰ．【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成23年7月29日に提出した有価証券届出書の内容に訂正すべき事項が生じましたので、本訂正届出書を提

出するものです。

Ⅱ．【訂正の内容】

第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

３【投資リスク】…下線部は訂正箇所を示します。

＜訂正前＞

（イ）本ファンドのもつ主なリスク

（前略）

①本ファンドは値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本

が保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。本ファンドの運用による損益は、すべ

て本ファンドの受益者に帰属します。

②～③（省略）

（ロ）（省略）

＜訂正後＞

（イ）本ファンドのもつ主なリスク

（前略）

①本ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者の

皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込

むことがあります。

投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者の皆様に帰属します。

投資信託は預貯金と異なります。

②～③（省略）

（ロ）（省略）

４【手数料等及び税金】…下線部は訂正箇所を示します。

(3)【信託報酬等】

＜訂正前＞

信託報酬総額

配分

委託者 指定販売会社 受託者

純資産総額に対して

年率0.630％

（税抜
※
0.60％）

純資産総額に対して

年率0.315％

（税抜
※
0.30％）

純資産総額に対して

年率0.273％

（税抜
※
0.26％）

純資産総額に対して

年率0.042％

（税抜
※
0.04％）

※「税抜」における「税」とは、消費税等をいいます。以下同じ。

（後略）

＜訂正後＞

信託報酬総額

配分

委託者 指定販売会社 受託者

純資産総額に対して

年率0.5775％

（税抜
※
0.55％）

純資産総額に対して

年率0.2625％

（税抜
※
0.25％）

純資産総額に対して

年率0.2730％

（税抜
※
0.26％）

純資産総額に対して

年率0.0420％

（税抜
※
0.04％）
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※「税抜」における「税」とは、消費税等をいいます。以下同じ。

（後略）
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